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●
募
集

税
務
職
員
採
用
試
験 

受
験
者
募
集

　
人
事
院
九
州
事
務
局
と
熊
本
国
税

局
で
は
、
税
務
職
員
採
用
試
験
の
受

験
者
を
募
集
し
ま
す
。

　
申
込
受
付
は
平
成
30
年
６
月
18
日

㈪
か
ら
開
始
し
ま
す
の
で
、
受
験
資

格
等
及
び
受
験
申
込
の
詳
細
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
試
験
概
要 

（
検
索
〉
税
務
職
員
採
用
試
験
）
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
次
の
と
こ
ろ
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
申
込
受
付
期
間
及
び
申
込
先
は
、

申
込
方
法
及
び
希
望
す
る
第
１
次

試
験
地
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
❶
人
事
院
九
州
事
務
局
（
☎
０
９ 

２
㆐
４
３
１
㆐
７
７
３
３
）

　
❷
熊
本
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験

研
修
係
（
☎
０
９
６
㆐
３
５
４

㆐
６
１
７
１
）
内
線
６
０
４
６

　
❸
大
島
税
務
署
（
☎
０
９
９
７
㆐

５
２
㆐
４
３
２
１
）
※
自
動
音

声
案
内

●
お
知
ら
せ

平
成
30
年
6
月
期 

児
童
手
当
の
現
況
届
に
つ
い
て

　
児
童
手
当
の
受
給
者
は
、
毎
年
６

月
中
に
現
況
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
左
記
の
日
程
で
、
受
け
付
け
ま
す

の
で
、
現
況
届
及
び
必
要
書
類
を
ご

持
参
の
う
え
、
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
未
提
出
の
場
合
は
、
児
童
手

当
の
受
給
が
停
止
し
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

●
日
時

　
６
月
13
日
㈬
〜
同
14
日
㈭

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
６
時
30
分 

●
受
付
会
場

　
知
名
町
職
員
組
合
事
務
所
（
役
場　

子
育
て
支
援
課
の
隣
）

※
６
月
29
日
ま
で
随
時
受
付
ま
す
の

で
、
子
育
て
支
援
課
窓
口
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

●
持
参
す
る
も
の

⑴
印
鑑

⑵
現
況
届

⑶
健
康
保
険
者
証
の
写
し
（
受
給
者

で
あ
る
父
ま
た
は
母
）

⑷
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の

※
未
申
告
の
方
は
、
必
ず
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※
所
得
の
確
認
が
で
き
な
い
場
合

は
、
児
童
手
当
の
給
付
が
停
止
し

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課
（
武
原
・
山
崎
）

☎
８
４
㆐
３
１
７
０
（
直
通
）（
内

線
５
３
２
）

土
砂
災
害 

防
止
月
間

　
６
月
１
日
〜
６
月
30
日
ま
で
の
期

間
は「
土
砂
災
害
防
止
月
間
」で
す
。

　
梅
雨
期
に
入
り
、
集
中
豪
雨
や
台

風
な
ど
に
よ
る
土
砂
災
害
が
心
配
さ

れ
る
こ
の
時
期
は
、
土
砂
災
害
防
止

に
対
し
て
理
解
と
関
心
を
深
め
、
防

災
知
識
の
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、

被
害
の
防
止
や
軽
減
を
図
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。
大
雨
や
台
風
、
地
震

な
ど
に
よ
る
土
砂
災
害
か
ら
身
を
守

る
た
め
に
日
頃
か
ら
次
の
点
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

●
雨
の
降
り
方
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

•

土
砂
災
害
発
生
の
危
険
度
が
高
ま

っ
た
時
、
県
と
気
象
台
が
共
同
で

土
砂
災
害
警
戒
情
報
を
発
表
し
て

い
ま
す
。
こ
の
情
報
が
発
表
さ
れ

た
場
合
は
、
雨
量
情
報
な
ど
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

•

ま
た
、雨
が
降
り
や
ん
だ
後
で
も
、

土
砂
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
の
で
十
分
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

●
危
険
箇
所
を
知
り
ま
し
ょ
う

•

身
近
に
あ
る
急
な
が
け
や
地
盤
が

ゆ
る
い
斜
面
の
場
所
を
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

•
地
面
に
ひ
び
割
れ
が
で
き
る
、
斜

面
か
ら
水
が
吹
き
出
す
、
小
石
が

ぱ
ら
ぱ
ら
落
ち
て
く
る
な
ど
の
現

象
が
見
ら
れ
る
場
所
は
、
土
砂
災

害
の
前
ぶ
れ
の
可
能
性
が
あ
る
の

で
絶
対
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

●
避
難
場
所
を
決
め
ま
し
ょ
う

•

い
ざ
と
い
う
時
に
家
族
全
員
が
揃

っ
て
い
な
く
て
も
、
避
難
場
所
が

わ
か
っ
て
い
れ
ば
安
心
で
す
。

•

こ
れ
ら
の
点
に
注
意
す
る
と
と
も

に
、
天
候
が
荒
れ
て
い
る
と
き
は

海
の
近
く
な
ど
危
険
な
場
所
に
は

近
づ
か
な
い
よ
う
に
し
、
危
機
感

を
感
じ
た
ら
早
め
の
避
難
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

問
建
設
課　
☎
８
４
㆐
３
１
６
１

知名町
情報コーナー
募集やイベント、
役場からのお知らせ

ハンセン病問題を
正しく理解する週間

　ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、
県では「ハンセン病問題を正しく理解する週間」を
定めています。
　誤った隔離政策によって，強制的に隔離され、ご
本人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、かけ
がえのない多くの方々の人生が奪われました。
　病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰が難
しい状況にあり、今もなお多くの方々が療養所での
生活を余儀なくされています。
　長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病で
あった方々等が平穏に安心して生活できる地域づく
りのために、また、二度とこのような悲しい歴史を
繰り返さないために，私たち一人ひとりが，ハンセ
ン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。

ハンセン病問題を正しく理解する週間
　６月 17日㈰～同 23日㈯


